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Ｄ－ＣＬＡＳＳ

１  

意匠分類記号 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ２ 

意匠分類の名称 

Ｈ７－６２４３ 小型データ表示機 
 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ３－６２０ 一 方向位置探知用機器 

Ｈ３－６２１ 一 方向探知機 

Ｈ４－３３０ 一 映像表示機器 

Ｈ４－３３１ 一 モニターテレビ受像機 

Ｈ４－３３２ 一 電子計算機用データ表示機 

Ｈ４－３４０ 一 テレビ受像機 

Ｈ４－３４１ 一 パネル型テレビ受像機 

Ｈ４－３４５０ 一 付加機能付きテレビ受像機 

Ｈ４－３４５１ 一 ラジオ受信機付きテレビ受像機 

Ｈ４－３４５２ 一 テープレコーダー付きテレビ受像機及びビデオテープレコーダー付きテレビ

受像機 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｈ７－４４Ａ インターホン（表示機付き） 

Ｈ７－７２２ 表示機付き電子計算機等（取り付け型） 

Ｈ７－７２５ 表示機付き電子計算機等（携帯型） 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

６ 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

７ 

この分類に含まれる物品 

   

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

・ データ表示機のうち、ディスプレイが小型のものを分類する。 

  （非優先）Ａその他＜ＡＡブラウン管型＜ＡＢパネル型＜ＡＣ腕時計型＝ＡＤヘッドマウント型（優先） 

 

・ 「小型」とは、常時携行が可能であって、本体を手で持って操作可能なもの。いわゆる「手のひらサイズ」程

度の大きさで、主としてディスプレイが４～６インチ（ディスプレイの対角線で、１０～１５ｃｍ）程度以下のも

の。不明なものは含まない。 

 

・記録再生機器付きを含む。ただし、表示部が映像用の表示画面であるか不明なものを含まない。（Ｈ６－５

４２） 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

電子計算機付きのものを除く。 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ９ 

分類付与運用メモ（付与優先関係、懸案事項など） 
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Ｈ７－６２４０～６２４２に優先して付与する。Ｈ７－６２４４～６２４６を優先。 

 

■ H7-624 代（データ表示機）と、H7-725（データ表示機付き電子計算機）との関係 

願書の記載及び添付図面から総合的に判断しても区別が困難な場合には、一般的な販売形態にしたがっ

て分類を付与する。よって、主たる機能の一つとしてナビゲーション機能を有していても、他物品（例： PDA 等）

として一般的に販売されるものは H7-725 に分類する。 

 

【具体例】 

①ナビゲーション機能を有する「携帯情報端末」のうち、 

   一般的に車両に取り付けて使用し、いわゆる「カーナビ」として販売されるもの →Ｈ７－６２４代 

   一般的にポータブル機器として利用され、いわゆる「携帯情報端末」として販売されるもの →Ｈ７－７２５ 

 

■ H6-542 との関係 

記録再生機器付きで、表示画面を有するもので、物品名、物品の説明、意匠の説明、図面等から総合的に

判断し、その物品の主たる機能の一つが動画、写真等映像表示機能と判断できるものは、ここに分類する。 

 

表示部があっても曲名や、再生・記録等の状態表示程度に止まる場合は H６－５４２に分類する。 

 

例：物品名が「メディアプレーヤー」、「マルチメディアプレーヤー」の場合は、基本的に動画、写真等映像表

示機能を有するものと判断してここに分類するが、図面から表示部が曲名や、再生・記録等の状態表示程度

に止まると判断できるものや説明で音声再生機能しかないと判断できる場合については H６－５４２に分類す

る。 

 

例：物品名が「デジタルオーディオプレーヤー」、「音声記録再生機」であれば基本的に H６－５４２に分類す

る。ただし、その物品の主たる機能の一つが動画、写真等映像表示機能と判断できるものは、ここに分類す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ F5－1 代との関係 

データ表示機のうち、公共の場で使用され、不特定多数の者に対し広告、情報を一方的に表示するものをＦ

５に分類する。 

 

一時的に特定の者に対し占有状態で使用される状態があったとしても、それ以外の状態において上記の性

格を強く有するものはＦ５に分類する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

H6-542 へ 

登録 1211058 

デジタルオーデ 

ィオプレーヤー 

 

 

H6-542 へ 

登録 01106446 

音声記録再生機 

F5-101 へ 

登録 1156970

案内表示塔 
F5-100 へ 

登録 1381621 

広告用データ表示器 
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Ｄ－ＣＬＡＳＳ

１０ 

過去に分類した物品の名称 

テレビジョン受像機 テレビ受像機 モニターテレビ受像機 

無線表示機   

 


